
埼玉県屋外広告物条例（政治活動用ポスター）の概要

○目的
屋外広告物法の規定に基づき、屋外広告物及び屋外広告業について必要な規制を行い、もって良好な景観を形成し、若しくは風致を維

持し、又は公衆に対する危害を防止すること。

○屋外広告物の許可等
屋外広告物の許可等は、知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例により、政令指定都市、中核市、独自条例制定市を除く全

市町村に移譲済であり、埼玉県屋外広告物条例（以下「県条例」という）及び同施行規則に基づき行っている。

区分 市町村名

政令指定都市（１市） さいたま市

中核市（３市） 川越市、川口市、越谷市

独自条例制定市（６市） 熊谷市、春日部市、戸田市、
新座市、八潮市、三郷市

県条例適用市町村（５３市町村） 上記以外の市町村

独自条例制定市とは
屋外広告物法第２８条により、景観行政団体は屋外広告物
条例が制定・改廃できるとされており、現に制定している自
治体

○屋外広告物の定義
常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物そ

の他の工作物に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの。
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埼玉県屋外広告物条例（政治活動用ポスター）の概要

種類
掲出できない
地域や物件等

許可基準 申請手数料
（県条例の場合）

適用除外

広
告
板

建造物から独立し、土地
に建植され、容易に取り
外すことができないもの

○禁止地域
・条例第４条

（P3、P4参照）

○禁止物件
・条例第５条
・条例第５条の２

（P5参照）

○禁止広告物
・条例第９条

（P5参照）

【許可基準（以下全てを満たすことが必要）】

・表示面積が10㎡以下
・上端の高さが地上から10ｍ以下
・道路上に突き出していない

【許可期間】
・３年以内

【適用除外】
・自宅や自己の事務所に掲出するものは、一定個数・規模の範
囲内で、許可が不要になる場合がある

【基準】
１㎡当たり：350円

【例】
0.9ｍ×0.9ｍの広告版の手数料
0.9×0.9=0.81㎡=350円

【免除：なし】

公職選挙
法による
選挙運動
のために
使用する
ポスター、
立札等又
はこれら
を掲出す
る物件は、
禁止地域、
禁止物件、
許可の規
定は適用
しない

ポ
ス
タ
ー
（は
り
紙
・立
看
板
）

建造物等を利用して、設
置・表示され容易に取り
外しができるもの

【許可基準】

【許可期間】
・１月以内

【適用除外】
・自宅や自己の事務所に掲出するものは許可が不要
・政治等営利を目的としない活動のために表示され、表示期間
が１５日を超えないはり紙、立看板等は許可が不要

【基準】
○ポスター
50枚当たり：350円
※50枚未満の場合は50 枚
○立看板
紙又は布製1個当たり：170円
上記以外1個当たり ：350円

【免除：あり】
政治資金規正法第６条第１項の
届出を経た政党、協会その他の団
体が申請する場合

○
○
○
○
を
実
現

公職選挙党

種類 基準

ポスター
（はり紙）

・１㎡以下

立看板

・縦：1.8ｍ以下（脚部含む）、横：0.6ｍ
以下
・表示しようとする者の連絡先が明示
されている

＜ポスター＞

＜立看板＞
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※禁止地域の指定（告示）一覧URL
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/5534/okugai-kokuji310329.pdf

禁止地域（条例第４条）

3

・各市町村の都市計画図を御確認ください。
※都市計画図の凡例は次ページを参照してください。
※田園住居地域：県内では指定されていません。
※風致地区：県内１地区（さいたま市大宮風致地区）



禁止地域（条例第４条 第一種低層住居専用地域等の確認方法）

市町村の都市計画図の例

凡例中の赤枠が禁止区域です
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特別緑地保全地区

第一種低層住居専用地域

第二種低層住居専用地域



禁止物件（条例第５条、条例第５条の２）、禁止広告物（条例第９条）
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禁止広告物
次に掲げる広告物等は設置はできません。【条例第９条】

（１） 著しく汚染し、退色し、又は塗料等のはく離したもの
（２） 著しく破損し、又は老朽したもの
（３） 倒壊又は落下のおそれがあるもの
（４） 信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるようなもの
（５） 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの

適用除外
第7条第4項
次に掲げる広告物又は掲出物件については、第5条の2の規定は、適用しない。
第1号
政治、労働、宗教、社会教育等の営利を目的としない活動のために表示されるはり紙、はり札、広告
旗若しくは立看板又はこれらを掲出する物件


